
・どこからの大会参加になるか➝

①チーム登録する自治体に所属する支部(地区)大会より参加を認める。

　⑴同支部(地区)に中学校部活動又はチームがない場合

　　・県大会よりフリー抽選での参加となる。

　⑵同支部(地区)に中学校部活動がなく複数のクラブチームが存在する場合

　　・日程や会場調整等すべての運営はクラブチームが行うこととし、中体連は一切関与しないものとする。

　　・大会運営は受益者負担としクラブチームで協議して予算立て及び集金、決算を行うこと。

　　・県大会よりフリー抽選での参加となる

※クラブチーム数増加となる場合（今後の方向性）

　⑴支部(地区)に関係なく、クラブチームのみで予選を実施し、男女各(検討)チーム参加を県大会より認める。

　⑵クラブチームの県大会出場チーム数及び枠は中体連専門部が主催する臨時専門部委員会で検討し決定する。

・申請時の提出物

　すべてPDFにしメール添付

⑴クラブチーム規約・役員名簿

⑵公益財団法人日本ハンドボール協会登録証（登録役員…コピーをPDF化）

⑶審判資格登録証又は登録を確認できる資料（登録役員で有資格者のみ…コピーをPDF化）

⑷指導者資格登録証又は登録を確認できる資料（登録役員で有資格者のみ…コピーをPDF化）

　⑾特例：中学校入学前年度まで埼玉県ハンドボール協会登録小学生クラブチームに所属していた場合

　　　　　所属していた小学生クラブチームと一貫している中学生クラブチームであれば、現住所及び所属校の地区外にあるクラブチームへの所属を認める。

　　　　　ただし、継続的な小中一貫指導のもとでの特例認可のため、小学５年生までの登録実績は適用外とする。

【大会に参加した場合に守るべき条件】

　⑴埼玉県中学校体育連盟ハンドボール専門部の規則・運営・運営方法に承諾した上での参加すること。

　⑵保護者(チーム役員以外)による引率での参加は認めない。

　⑶チーム役員の経費(選手引率・競技役員協力の旅費等)は、所属チームで負担する。

　⑷チームの勝敗等に関わらず、チーム関係者(登録役員以外の場合、審判又はTD資格者が必須)の１名以上は大会に関わる競技役員として協力すること。

【大会の参加を認めない場合】

　⑴同年度に全国中学生ハンドボールクラブカップ(予選含む)にエントリーしているチーム又は個人の参加申込は認めない。

　　上記予選申込後、学校総合体育大会予選(地区、県大会、関東大会、全国大会)に登録するチームや個人の二重エントリーは認めない。

　　申込後は一家転住(県内外含む)も含めて、移籍先クラブチーム(中体連規定に則る部活動は除く)で、個人が再エントリーすることは認めないこととする。

　⑵移籍については、(公財)日本ハンドボール協会及び埼玉県ハンドボール協会が設定した期間の大会参加等は認めない。

　　①移籍規定に基づき、日本/関東/埼玉県協会が開催するすべての行事に、一定期間参加することができない。

　　②移籍規定に基づき、埼玉県は学総、新人と別々に参加申請するため、申請後は一家転住も含めて、一定期間参加は認めないこととする。

　⑶単独校（全選手が同一校）とするチームではなく、大会参加申込書に複数校（２校以上）の生徒が選手登録するチームであること。

　　そのため、大会申込書の備考欄に所属中学校名を記載し、記載がない場合は書類不備として参加は認めない。

　⑷合同チームでの参加（クラブ＋クラブ又はクラブ＋中学校部活動）は認めない。

　⑸チームは、募集要項やホームページ等で公募していること。

　　①個人や保護者の自己決定と公平性を保障するため、募集等に進路案内を含む進学に関わる事項がないこと。（私立中学校とは別の扱いとする）

　　②募集要項には、積極的に選手を勧誘するために重要となるチーム情報の非公開はしてはいけない。

　⑹チームや団体として規約があること。規約の内容については　少なくとも、以下に示すものが明確に記載されていること。（書式は問わない）

　　①名称・所在地・目的・組織及び役員・会議・会費及び会計・入会および退会・活動中の災害/傷害(傷害保険等)

　⑺活動及び指導方針は、中学生として適した教育的な視点から作成されており、主となる活動が中学校生活の一環として定められていること。

　⑻チーム役員（監督、コーチ、引率者）と選手は、スポーツ安全団体保険等に加入していること。

　⑼チーム役員（監督、コーチ、代表者）の経費(諸会議旅費等)は、所属団体で負担する。

　⑽登録役員（監督及びコーチ）で１名以上、(公財)日本ハンドボール協会公認審判員資格保有者(C級以上、申請中含む)を保有している者がいること。

埼玉県中学校体育連盟ハンドボール専門部　競技細則2024　最終案2(2/14現在)

１、団体競技【出場を認めるスポーツ団体】

　⑴地域移行の受け皿となっているスポーツ団体

　　①各市町村の自治体、連盟・協会(埼玉ハンドボール県協会中学生委員会含む)が主導又は認可していること。

　　②単独校（全選手が同一校）を主とするチームではなく、複数校（２校以上）の生徒が所属する形態で活動している団体であること。

　　③埼玉県全域を対象とした地域移行ではなく、下記⑤で示す登録地域周辺の受け皿となっていること。

　　④埼玉県外より選手を募集する勝利至上主義のスポーツ団体ではいけない。

　　⑤生徒が所属する学校の該当地域以外からの選手で構成する団体での参加は認めない。（※１）

　　　⑴現段階の地域割りについて（埼玉県中体連専門部で定める地区割りに基づく）

　　　⑵部活動やクラブチームがない地区で、部活動やクラブチームが設立した場合

　　　　・現在の複数地区で割り振られた地区は、「蓮田/春日部」・「越谷/八潮」・「三郷/吉川」となる。

　　　　・上記３地区以外の、「さいたま市」「川口市」「戸田市」「川越市」「嵐山町」は単独自治体での地区割となる。

　　　　・新たな自治体にて部活動またはクラブチームが設立した場合

　　　　　→臨時専門委員会にて、出場選手の受け皿の専門部地区割を設けることとする。

　（※１）単独校での活動が困難であるなどの理由で日常的に活動が持続されており、複数校の生徒が参加する形態で活動している団体を意味する。

　　　　　地域移行の受け皿が主目的の団体を対象としているため、複数校から一部の選手のみ選抜された形でのスポーツ団体を意味するものではない。

　　　　　また、このような団体（前述の自治体等が主体で地域移行を進めるために発足した地域移行スポーツ団体を含む）は、各市町村地区予選から参加する

　　　　　ことになるため、市町村地区の助成金等を使って大会運営を行うことからも、原則、該当市町村地区以外からの選手参加は認めない。

　　　　　（私立中学校とは別の扱いとする）。

　　　⑶部活動またはクラブチームがない自治体から、出場希望する選手が地区内のチームに所属する場合

　　　　・該当者の現住所から、隣接又は近隣の自治体(地区含む)にあるクラブチームに所属している場合のみ参加を認める。

　　　　　隣接又は近隣に該当する自治体(地区)が、複数ある場合は臨時専門委員会にて検討、決定する。

　⑵チーム・個人が、(公財)日本ハンドボール協会及び埼玉県ハンドボール協会に登録していること。

　　①新年度の県中体連申請期限までにチーム登録(申請)しており、７名以上の選手登録の見込みがあること。

　　②学校総合体育大会参加申込前日までに、全参加者の選手及び役員登録（申請⇒承認⇒支払い⇒仮登録）が完了していること。

　　　なお申込後、途中加入者をエントリーする場合は、専門委員長に申し出ること。ただし、中体連事務局と協議の上、決定する。

　⑶チームは日常継続的に代表者もしくは指導資格を有する監督が存在するチームであること。

　　①日常継続的に代表者もしくは指導資格を有する指導者のもとに適切に行われていること。

　　②指導者は、日本中学校体育連盟又は(公財)日本ハンドボール協会の競技者及び役員倫理規定に基づく処分を受けていない者であること。

　　③登録役員（監督及びコーチ）１名以上は、以下に示す(公財)日本スポーツ協会公認の指導者資格❶～❹のいずれかの資格を保有していること。

　　　❶スタートコーチ・❷コーチ１・❸コーチ３・❹コーチ４のハンドボール競技とする。（ビギナーコーチは含まない）

　⑷予選参加地区は、(公財)日本ハンドボール協会への登録の際、代表者が各都道府県及び市区町村を登録した場所とする。

　　①日常継続的(週単位)に練習している場所と登録した所在地が一致または隣接していること。


